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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本保安用品協会(JSAA)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業

標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，

このような特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS T 8124 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS T 8124-1 第 1 部：浮遊固体粉じんに対する微粒子防護用密閉服（タイプ 5 化学防護服）の性能要

求事項 

JIS T 8124-2 第 2 部：微粒子エアロゾルに対する全身化学防護服内部への漏れ率試験方法 
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日本工業規格          JIS 
 T 8124-2：2008 
 

固体粉じんに対する防護服－ 
第 2 部：微粒子エアロゾルに対する 

全身化学防護服内部への漏れ率試験方法 
Protective clothing for use against solid particulates-Part 2: Test method of 

determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits 
 

序文 

この規格は，2004 年に第 1 版として発行された ISO 13982-2 を基に作成した日本工業規格であるが，使

用上の利便性を考慮して技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，微粒子エアロゾルに対する全身化学防護服（以下，化学防護服という。）内部への漏れ率の

試験方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 13982-2:2004，Protective clothing for use against solid particulates－Part 2: Test method of 

determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits (MOD) 

なお，対応の程度を表す記号 (MOD) は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，修正していることを

示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS T 8005 防護服の一般要求事項 

注記 対応国際規格：ISO 13688:1998，Protective clothing－General requirements (MOD) 

JIS T 8115 化学防護服－分類，表示及び性能要求事項 

注記 対応国際規格：ISO/FDIS 16602:2004，Protective clothing for protection against chemicals－

Classification, labelling and performance requirements (MOD) 

EN 136 Respiratory protective devices－Full face masks－Requirements, testing, marking 

 

3 用語，定義，記号及び略語 

この規格で用いる主な用語，定義，記号及び略語は，JIS T 8115 によるほか，次による。 


